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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器本体の端部に設けられた端部電極と、前記機器本体のグリップ部に設けられた手元
電極と、音や光などを発する報知手段と、この報知手段を起動させる電源とを備え、電位
治療装置によって形成された電界中に位置されることによって、前記端部電極と前記手元
電極との電圧に基づいて前記電界を検知し、前記報知手段から音や光などを発する電位治
療装置用検電器において、
　前記端部電極の一部を接触部として前記機器本体から突出させ、この接触部が押圧され
ると前記端部電極が前記電源をオンし、前記押圧が解除されると前記端部電極が前記電源
をオフするように、前記端部電極が可動に配設され、
　前記グリップ部の近傍に、前記電源をオン・オフする手元スイッチが設けられ、
　前記接触部を被検知体に押し当てることで被検知体の表面の電界を検知可能であるとと
もに、前記手元スイッチをオンすることで前記被検知体の周囲の電界を検知可能となって
いる、ことを特徴とする電位治療装置用検電器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人体に高電圧を印加し、人体の周囲に電界を形成して治療を行うための電位
治療装置に関し、特に、電位治療装置によって形成された電界を検知して知らせる検電器



(2) JP 4562587 B2 2010.10.13

10

20

30

40

50

に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電位治療装置は、絶縁された人体に高電圧を与え、人体の周囲に形成された電界による
生体刺激作用を利用して、治療を行うものである。このような電位治療装置によって治療
を受けている被治療者は、人体の周囲に電界が形成されていることを体感できない。この
ため、人体の周囲に電界が形成されていることを確認するための検電器が電位治療装置に
付属されている。
【０００３】
　この検電器は、例えば、機器本体の先端部に設けられた先端電極（端部電極）と、機器
本体のグリップ部に設けられた手元電極と、ブザーやＬＥＤなどの報知手段と、この報知
手段を起動させる電源とを備えている。このような検電器を、検知者が電源スイッチを押
しながら電位治療装置に近づけて電界内に位置させると、先端電極と手元電極とに電圧が
誘起され、この電圧（電位差）に基づいて電界が検知される。そして、電界が検知される
と、ブザーが発音したり、ＬＥＤが発光したりするものである（例えば、特許文献１参照
。）。
【特許文献１】実開昭６２－４８３６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、電位治療装置による人体への印加電圧は、電位治療装置の機種や電圧調整操
作などによって、数百Ｖから数万Ｖまで広範囲にわたっている。従って、人体の周囲に形
成される電界の強度、範囲も、電位治療装置の機種や電圧調整操作などによって広範囲に
わたる。このため、上記のような検電器によって、例えば、数百Ｖの電圧を人体に印加し
た状態で電界を検知しようとすると、検電器を人体に近接あるいは接触させなければ、電
界を検知し、報知手段を発音等させることができない。一方、数万Ｖの電圧を人体に印加
した状態で電界を検知しようとすると、検電器が人体から比較的遠く離れた位置からでも
電界を検知し、報知手段が発音等してしまう。
【０００５】
　すなわち、電位治療装置による印加電圧によって、検電器による検知位置および、発音
・発光などの報知位置が異なることになる。そして、ある場合には人体の近傍で検電器が
発音などし、他の場合には人体から比較的遠く離れた位置で検電器が発音などするため、
被治療者に戸惑いや不可解な感じを与えるおそれがある。つまり、実際には人体の周囲に
電界が適正に形成され、その電界を検電器が正確に検知しているにもかかわらず、電界が
適正に形成されているのか、あるいは、その電界を正確に検知しているのか、という疑問
を被治療者に感じさせるおそれがある。
【０００６】
　そこで本発明は、被治療者の人体などの被検知体に接触させた場合に、電界の検知結果
を知らせることができる電位治療装置用検電器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の発明は、機器本体の端部に設けられた端部
電極と、前記機器本体のグリップ部に設けられた手元電極と、音や光などを発する報知手
段と、この報知手段を起動させる電源とを備え、電位治療装置によって形成された電界中
に位置されることによって、前記端部電極と前記手元電極との電圧に基づいて前記電界を
検知し、前記報知手段から音や光などを発する電位治療装置用検電器において、前記端部
電極の一部を接触部として前記機器本体から突出させ、この接触部が押圧されると前記端
部電極が前記電源をオンし、前記押圧が解除されると前記端部電極が前記電源をオフする
ように、前記端部電極が可動に配設され、前記グリップ部の近傍に、前記電源をオン・オ
フする手元スイッチが設けられ、前記接触部を被検知体に押し当てることで被検知体の表



(3) JP 4562587 B2 2010.10.13

10

20

30

40

50

面の電界を検知可能であるとともに、前記手元スイッチをオンすることで前記被検知体の
周囲の電界を検知可能となっている、ことを特徴としている。
 
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１に記載の発明によれば、検電器を持った検知者が、端部電極の接触部を被治療
者の人体などに押し当てることで、接触部が押圧されて電源がオンする。そして、電界が
検知されると、報知手段から音や光などが発せられる。また、端部電極の接触部を被治療
者の人体などから離すと、接触部への押圧が解除されて電源がオフし、報知手段からの発
音などが停止する。このように、端部電極の接触部を被治療者の人体などに押し当てた時
のみ、電界の検知結果を知らせる。すなわち、本検電器による報知位置が常に、被治療者
の人体などの被検知体の表面であり、電位治療装置による印加電圧が変わったとしても、
報知位置が変わることがない。このため、人体の周囲に電界が適正に形成されているのか
、あるいは、その電界を検電器が正確に検知しているのか、という疑問を被治療者に感じ
させるおそれがない。
【００１０】
　また、手元スイッチによって電源をオンした状態で、本検電器を電位治療装置に近づけ
ると、電界を検知した位置から音や光などが発せられる。これにより、被治療者の人体の
周囲に形成された電界の領域（範囲）を把握することができる。このように、電源のオン
操作を切り替えることで、被検知体の表面または周囲の電界を任意に検知することができ
る。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明を図示の実施形態に基づいて説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の実施形態に係わる電位治療装置用検電器１（以下、「検電器１」とい
う）を示す平面図（ａ）と側面図（ｂ）である。図中符号２は上部ケース、符号３は下部
ケースで、この上部ケース２と下部ケース３とによって機器本体が構成されている。また
、符号４は半透明窓、符号５はＬＥＤディスプレイ（報知手段）、符号６は発音窓、符号
７は手元スイッチ釦、符号８は手元電極を兼ねた銘板（ネームプレート）、符号９は電池
収納蓋、符号１０は端部電極である。
【００１３】
　機器本体内には、図２に示すように、回路基板１１が収容され、この回路基板１１上に
、ＬＥＤディスプレイ５が半透明窓４に対向し、ブザー１２（報知手段）が発音窓６に対
向するように配設されている。さらに、回路基板１１上の両端部には、第１電源スイッチ
１３と第２電源スイッチ１４とが配設されている。第１電源スイッチ１３は手元スイッチ
釦７に対向するように配設され、この第１電源スイッチ１３と手元スイッチ釦７とによっ
て、手元スイッチが構成されている。また、第２電源スイッチ１４はいわゆるマイクロス
イッチで、押し釦１４ａと板バネ状のレバー１４ｂとを備え、レバー１４ｂが押し釦１４
ａに接することで、第２電源スイッチ１４がオンするようになっている。
【００１４】
　この第２電源スイッチ１４に近接し、下部ケース３（機器本体）の先端部に、端部電極
１０が次のように配設されている。すなわち、下部ケース３の先端部に円柱状の支持ピン
３ａが２つ設けられ、端部電極１０には、この支持ピン３ａが挿入される長孔１０ｂが形
成されている。そして、長孔１０ｂに支持ピン３ａを挿入した状態で、端部電極１０が支
持ピン３ａによって支持されて、下部ケース３の長手方向にスライドできる（可動する）
ようになっている。また、端部電極１０の先端部（一部）である接触部１０ａが、下部ケ
ース３の先端から突出するように、支持ピン３ａおよび長孔１０ｂの位置が設定されてい
る。さらに、端部電極１０と第２電源スイッチ１４との間には、板バネ状の押圧板１５が
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設けられ、この押圧板１５によって端部電極１０が下部ケース３の先端側に押し付けられ
るようになっている。そして、この押し付け力に抗して、端部電極１０の接触部１０ａが
押圧されると、押圧板１５を介してレバー１４ｂが押され、第２電源スイッチ１４がオン
される。また、接触部１０ａへの押圧が解除されると、押圧板１５によって端部電極１０
が下部ケース３の先端側に戻されるとともに、レバー１４ｂが押し釦１４ａから離れて第
２電源スイッチ１４がオフされるものである。
【００１５】
　銘板８は、上部ケース２（機器本体）のグリップ部２ａに配設され、金属製で手元電極
として機能するようになっている。また、図１（ａ）に示すように、この銘板８の近傍に
手元スイッチ釦７が配設され、グリップ部２ａを握ると銘板８を握る（接触する）ことに
なり、この状態で手元スイッチ釦７を指で押せるようになっている。そして、手元スイッ
チ釦７をオン・オフ（押し・押し解除）すると、第１電源スイッチ１３がオン・オフされ
るようになっている。また、電池収納蓋９内には、ＬＥＤディスプレイ５およびブザー１
２を起動（発光・発音）させる電池１６（電源）が収容されている。
【００１６】
　このような検電器１の概略構成ブロック図を図３に示す。図中符号１７は増幅器で、第
１電源スイッチ１３および第２電源スイッチ１４を介して電池１６に接続され、さらに、
ＬＥＤディスプレイ５およびブザー１２に接続されている。このような検電器１の第１電
源スイッチ１３または第２電源スイッチ１４が電界中でオンされると、端部電極１０と銘
板８とに電圧が誘起され、この両電圧の電位差が増幅器１７によって増幅されて、電界が
検知される。そして、増幅された電位差に基づいて、ＬＥＤディスプレイ５が発光し、ブ
ザー１２が発音するようになっている。
【００１７】
　次に、図４、５に基づいて、このような構成の検電器１の作動について説明する。
【００１８】
　図中２１は電位治療装置であり、広く一般に使用されている電位治療装置と同等の構成
であるため、ここでは詳細な説明を省略するが、概略次のような構成となっている。すな
わち、被治療者Ｃが座る椅子２２とヘッドカバー２３とフットレスト２４とを備えている
。ヘッドカバー２３とフットレスト２４とは絶縁物で覆われ、ヘッドカバー２３にはアー
ス電極２３ａが埋設され、フットレスト２４には足部電極２４ａが埋設されている。また
、アース電極２３ａはアースコードを介して接地され、足部電極２４ａは高電圧発生ユニ
ット（図示せず）の電圧出力端子に接続されている。そして、高電圧発生ユニットを稼働
させ足部電極２４ａを高電圧にすると、アース電極２３ａとの間で電界が生じ、被治療者
Ｃが高電位にされるとともに、被治療者Ｃの人体の周囲に電界が形成されるものである。
【００１９】
　このようにして被治療者Ｃの人体の周囲に電界が形成された状態で、検電器１によって
電界を検知するには、次のようにすればよい。すなわち、図４に示すように、検知者Ｄが
グリップ部２ａ（銘板８）を握って検電器１を保持し、端部電極１０の接触部１０ａを被
治療者Ｃの人体に押し当てる。これにより、接触部１０ａが第２電源スイッチ１４側に押
圧され、上記のようにして第２電源スイッチ１４がオンされる。そして、上記のように、
電界によって端部電極１０に電圧が誘起され、この電圧と銘板８の電圧すなわち接地電圧
との電位差に基づいて電界が検知されると、ＬＥＤディスプレイ５が発光し、ブザー１２
が発音する。また、端部電極１０の接触部１０ａを被治療者Ｃの人体から離すと、接触部
１０ａへの押圧が解除され、上記のようにして第２電源スイッチ１４がオフされて、ＬＥ
Ｄディスプレイ５の発光および、ブザー１２の発音が停止するものである。
【００２０】
　このように、端部電極１０の接触部１０ａを被治療者Ｃの人体などに押し当てた時のみ
、電界を検知し、その検知結果を知らせる。すなわち、本検電器１による検知位置および
報知位置が、常に、被治療者Ｃの人体などの被検知体の表面であり、電位治療装置２１の
機種や電圧調整操作などによって印加電圧が変わったとしても、検知位置および報知位置
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が変わることがない。例えば、足部電極２４ａに数百Ｖの電圧が印加され、被治療者Ｃの
人体の周囲に比較的弱い電界が形成されている場合や、足部電極２４ａに数万Ｖの電圧が
印加され、非常に強い電界が形成されている場合であっても、検知位置および報知位置が
変わることがない。このため、人体の周囲に電界が適正に形成されているのか、あるいは
、その電界を本検電器１が正確に検知しているのか、という疑問などを被治療者Ｃに感じ
させるおそれがない。つまり、被治療者Ｃは、戸惑いや不可解な感じを抱くことなく、安
心して電位治療装置２１による治療を受けることができる。同様に、被治療者Ｃの人体の
みならず、電界の有無を確認したい椅子２２や壁などの被検知体に端部電極１０の接触部
１０ａを押し当てることで、電界を検知し、その検知結果を知らせることができる。
【００２１】
　また、図５に示すように、手元スイッチ釦７（第１電源スイッチ１３）をオンした状態
で、本検電器１を電位治療装置２１に近づけると、上記のようにして電界が検知され、検
知された位置からＬＥＤディスプレイ５が発光し、ブザー１２が発音する。例えば、足部
電極２４ａに数百Ｖの電圧が印加され、被治療者Ｃの人体の周囲に比較的弱い電界が形成
されている場合には、人体に近接あるいは接触させた時点で電界が検知され、ＬＥＤディ
スプレイ５が発光したりする。また、足部電極２４ａに数万Ｖの電圧が印加され、非常に
強い電界が形成されている場合には、人体から比較的遠く離れた位置から電界が検知され
、ＬＥＤディスプレイ５が発光したりする。このように、人体の周囲に形成された電界の
強さに応じて、電界の検知位置が相違するため、本検電器１によって電界の形成領域（範
囲）ひいては強度を把握することができる。
【００２２】
　ところで、本検電器１では、上記のように、手元スイッチ釦７および第１電源スイッチ
１３が手元スイッチとして設けられているが、この手元スイッチは必要に応じて設ければ
よい。すなわち、第２電源スイッチ１４のみを設け、上記のように、接触部１０ａを被治
療者Ｃの人体などに押し当てた場合にのみ、電界を検知し、その検知結果を知らせるよう
にしてもよい。
【００２３】
　以上、この発明の実施形態について説明したが、具体的な構成は、本実施形態に限られ
るものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があっても、この発明
に含まれる。例えば、本実施形態では、下部ケース３（機器本体）の先端部に端部電極１
０が配設されているが、下部ケース３の側端部（長手方向側）に端部電極１０を配設する
ようにしてもよい。また、報知手段は、ＬＥＤディスプレイ５やブザー１２に限らず、そ
の他の発光器や発音器などであってもよい。さらに、上記のような椅子型の電位治療装置
２１に限らず、ベッド型の電位治療装置などにおいても、上記と同様に、本検電器１によ
って電界を検知し、その検知結果を知らせることができるのは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施形態に係わる電位治療装置用検電器の平面図（ａ）と側面図（ｂ）
。
【図２】本発明の実施形態に係わる電位治療装置用検電器の上部ケースを外した状態の一
部を示す平面図。
【図３】本発明の実施形態に係わる電位治療装置用検電器の概略構成ブロック図。
【図４】本発明の実施形態に係わる電位治療装置用検電器を被治療者の人体に押し当てて
、電界を検知している状態を示す斜視図。
【図５】本発明の実施形態に係わる電位治療装置用検電器を電位治療装置に近づけて、電
界を検知している状態を示す斜視図。
【符号の説明】
【００２５】
　１　　　　電位治療装置用検電器
　２　　　　上部ケース（機器本体）
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　２ａ　　　グリップ部
　３　　　　下部ケース（機器本体）
　３ａ　　　支持ピン
　４　　　　半透明窓
　５　　　　ＬＥＤディスプレイ（報知手段）
　６　　　　発音窓
　７　　　　手元スイッチ釦（手元スイッチ）
　８　　　　銘板（手元電極）
　９　　　　電池収納蓋
　１０　　　端部電極
　１０ａ　　接触部
　１０ｂ　　長孔
　１１　　　回路基板
　１２　　　ブザー（報知手段）
　１３　　　第１電源スイッチ（手元スイッチ）
　１４　　　第２電源スイッチ
　１４ａ　　押し釦
　１４ｂ　　レバー
　１５　　　押圧板
　１６　　　電池（電源）
　１７　　　増幅器
　２１　　　電位治療装置
　２２　　　椅子
　２３　　　ヘッドカバー
　２３ａ　　アース電極
　２４　　　フットレスト
　２４ａ　　足部電極
　Ｃ　　　　被治療者
　Ｄ　　　　検知者
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